
提

出

者
赤

嶺

政

賢

小

沢

和

秋

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日
提
出

質

問

第

二

〇

号

奄
美
大
島
住
用
村
戸
玉
地
区
に
お
け
る
採
石
場
被
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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奄
美
大
島
住
用
村
戸
玉
地
区
に
お
け
る
採
石
場
被
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書

奄
美
大
島
住
用
村
戸
玉
地
区
は
わ
ず
か
三
十
所
帯
余
の
集
落
で
あ
る
が
、
二
十
年
以
上
前
よ
り
次
々
に
開
始
さ
れ
た
四
カ
所

も
の
採
石
場
の
操
業
に
よ
り
、
騒
音
、
振
動
、
粉
塵
に
よ
る
多
大
な
被
害
を
受
け
て
き
た
。
住
民
地
域
よ
り
一
番
近
い
と
こ
ろ

で
わ
ず
か
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
に
位
置
す
る
採
石
場
は
、
現
在
二
つ
の
業
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
や
大
型
の

削
岩
機
を
使
っ
た
大
々
的
な
採
石
作
業
と
ダ
ン
プ
カ
ー
に
よ
る
積
み
出
し
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
集
落
に
隣
接
し
た
船

着
場
に
は
砂
利
や
岩
石
が
野
積
み
さ
れ
、
着
岸
す
る
砂
利
運
搬
船
へ
の
積
み
込
み
作
業
で
、
そ
の
都
度
住
民
と
住
居
に
耐
え
が

た
い
騒
音
と
粉
塵
を
浴
び
せ
て
い
る
。

現
状
で
も
住
民
は
採
石
場
に
よ
っ
て
多
大
の
苦
痛
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
に
、
昨
年
十
月
、
鹿
児
島
県
に
対
し
て
戸
玉
地
区

の
住
居
地
域
よ
り
わ
ず
か
な
距
離
し
か
隔
て
な
い
山
林
に
新
た
な
採
石
場
設
置
の
認
可
申
請
が
事
業
者
よ
り
提
出
さ
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
戸
玉
地
区
の
住
民
全
員
の
署
名
に
よ
る
認
可
反
対
の
意
見
書
が
住
用
村
長
に
提
出
さ
れ
、
村
長
も
県
大
島
支
庁

長
に
対
し
て
「
戸
玉
集
落
か
ら
強
硬
な
反
対
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
村
と
し
て
は
、
戸
玉
集
落
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
許
可
に
つ
い
て
は
好
ま
し
く
な
い
」
と
の
意
見
書
を
上
げ
て
い
る
。

ま
た
、
村
長
は
同
じ
意
見
書
の
中
で
「
（
岩
石
採
取
場
の
区
域
に
）
文
化
財
保
護
法
に
お
い
て
は
、
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ

一



や
ル
リ
カ
ケ
ス
、
ア
カ
ヒ
ゲ
、
カ
ラ
ス
バ
ト
等
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
自
然
環
境
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
住
用
村
で
は
、
過
去
に
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
の
生
息
地
に
ゴ
ル
フ
場
開
発
の
話
が
持
ち
上
が
り
、
裁
判
の

末
、
開
発
が
取
り
止
め
ら
れ
た
経
過
が
あ
る
の
で
、
村
長
の
懸
念
は
当
然
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
聞
く
。

（
一
）

戸
玉
地
区
住
民
は
、
既
存
の
採
石
場
の
作
業
や
住
居
地
区
に
隣
接
す
る
船
着
場
で
の
積
み
出
し
作
業
、
集
落
内
の
道

路
を
通
行
す
る
ダ
ン
プ
カ
ー
に
よ
る
騒
音
、
振
動
、
粉
塵
の
被
害
を
長
年
に
わ
た
り
受
け
て
い
る
。
騒
音
や
振
動
の
被

害
に
つ
い
て
は
、
住
用
村
に
測
定
機
器
や
要
員
が
存
在
せ
ず
、
客
観
的
な
被
害
調
査
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場

合
、
被
害
の
調
査
は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。

（
二
）

戸
玉
地
区
の
住
居
・
建
物
の
多
く
は
、
採
石
場
の
発
破
や
集
落
内
道
路
を
通
行
す
る
ダ
ン
プ
カ
ー
の
振
動
で
内
外
の

壁
の
ヒ
ビ
割
れ
、
柱
の
歪
み
等
の
傷
み
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
降
雨
の
度
に
採
石
場
か
ら
の
残
土
が
堆
積
し
た
河
川

か
ら
水
が
あ
ふ
れ
、
家
屋
が
床
下
浸
水
す
る
等
、
土
地
の
嵩
上
げ
が
必
要
な
場
所
も
出
て
い
る
が
、
住
民
か
ら
要
求
が

あ
っ
て
も
何
ら
の
調
査
や
補
償
の
措
置
が
と
ら
れ
な
い
。
被
害
の
調
査
及
び
補
償
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き

か
。
具
体
的
な
あ
り
方
を
示
さ
れ
た
い
。

二



（
三
）

採
石
法
は
、
そ
の
目
的
に
「
災
害
の
防
止
」
を
う
た
っ
て
い
る
が
、
既
に
戸
玉
地
区
で
は
粉
塵
、
強
風
で
飛
び
散
る

小
石
に
よ
る
被
害
を
受
け
て
い
る
。
窓
を
二
重
に
し
て
も
家
屋
内
に
入
り
込
む
細
か
い
粒
子
状
の
粉
塵
や
絶
え
間
な
い

騒
音
、
振
動
で
住
民
の
中
に
喘
息
等
の
呼
吸
器
疾
患
、
難
聴
等
の
健
康
と
人
身
を
損
な
う
事
態
も
生
じ
て
い
る
。
既
存

の
採
石
場
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
は
、
黙
過
さ
れ
た
ま
ま
長
年
に
わ
た
る
申
請
の
更
新
が
県
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
て

い
る
が
、
指
摘
し
た
よ
う
な
被
害
を
防
止
す
る
措
置
が
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
十
分
に
と
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
認

可
権
者
に
お
い
て
は
事
業
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
権
限
を
有
す
る
の
か
。

（
四
）

既
存
の
採
石
場
の
認
可
の
更
新
に
際
し
て
も
、
今
回
の
よ
う
な
新
規
の
認
可
申
請
に
あ
た
っ
て
も
認
可
権
者
は
当
該

採
石
場
の
操
業
に
よ
っ
て
最
大
の
影
響
を
受
け
る
戸
玉
地
区
住
民
の
意
見
を
直
接
聴
取
し
た
こ
と
が
な
い
。
手
続
き
上

の
問
題
と
し
て
、
地
区
の
住
環
境
、
生
活
条
件
を
大
き
く
左
右
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
認
可
権
者
は
戸
玉
地
区
住
民
の

意
見
を
直
接
聴
取
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

（
五
）

戸
玉
地
区
で
は
、
既
存
の
採
石
場
の
操
業
で
山
林
は
も
と
よ
り
、
長
年
に
わ
た
り
漁
港
と
し
て
良
好
な
条
件
を
形
成

し
て
い
た
太
平
洋
側
に
張
り
出
し
た
岬
の
全
体
も
削
り
取
ら
れ
、
土
砂
の
流
出
、
台
風
時
の
強
風
に
よ
っ
て
飛
散
す
る

小
石
が
住
居
の
雨
戸
を
貫
通
す
る
等
の
想
像
を
絶
す
る
被
害
を
与
え
て
い
る
。
地
区
の
漁
港
前
面
の
湾
内
も
、
旧
来
は

三



珊
瑚
礁
に
よ
っ
て
良
好
な
漁
礁
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
近
場
の
好
漁
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
採
石
場
が
操

業
し
て
以
後
、
集
湾
内
に
流
入
す
る
土
砂
に
よ
り
珊
瑚
が
死
滅
し
、
魚
類
の
棲
息
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ

た
と
住
用
村
漁
協
は
説
明
し
て
い
る
。
採
石
法
に
お
い
て
は
、
事
業
終
了
後
の
現
状
回
復
を
規
定
し
て
い
る
と
承
知
し

て
い
る
が
、
当
該
地
区
の
よ
う
に
二
十
年
以
上
に
わ
た
る
破
壊
的
な
開
発
行
為
で
環
境
条
件
の
根
本
的
な
変
化
を
経
た

後
、
ど
の
よ
う
な
現
状
回
復
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。

（
六
）

住
用
村
教
育
委
員
会
は
申
請
が
出
さ
れ
た
当
該
地
域
に
つ
い
て
、
天
然
記
念
物
ケ
ナ
ガ
ネ
ズ
ミ
の
死
骸
が
平
成
十
三

年
十
二
月
十
日
に
発
見
さ
れ
、
こ
れ
を
文
化
庁
に
報
告
し
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
他
、
特
別
天
然
記
念
物
ア
マ
ミ
ノ

ク
ロ
ウ
サ
ギ
や
鳥
類
の
天
然
記
念
物
ル
リ
カ
ケ
ス
、
ア
カ
ヒ
ゲ
、
カ
ラ
ス
バ
ト
が
確
認
さ
れ
「
貴
重
動
物
の
生
息
地
ま

た
は
、
繁
殖
地
の
可
能
性
が
高
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
地
域
を
流
れ
る
河
川
に
は
、
絶
滅
危
惧
種
の
リ
ュ

ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
の
稚
魚
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
村
当
局
が
指
摘
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行

う
の
か
。
結
果
は
誰
に
報
告
さ
れ
、
報
告
を
受
け
た
者
は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
の
か
。
ま
た
、
国
と
し
て
も
こ
れ

ら
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
を
と
っ
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。
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